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縮尺 1 ： 75000
1000 500 0 1000 2000

公益的機能別施業森林等の区域

水源涵養機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

縮尺 １：７５，０００

水源涵養機能の維持増進を図るため

の森林施業を推進すべき森林

施業の方法：伐期の延長を推進すべき森林

（標準伐期齢＋１０年）



縮尺 1 ： 75000
1000 500 0 1000 2000

公益的機能別施業森林等の区域

木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

縮尺 １：７５，０００

木材の生産機能の維持増進を図るため

の森林施業を推進すべき森林
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（　別　　紙　）

公告年月日 所在（地区名） 面積 森林所有者数 筆数 経営管理権の存続期間

芸濃１ １～３３ 令和2年11月2日 芸濃町河内 74.50ha 33件 122筆 15年

芸濃２
１～７、９、
１１～１５、
１７～５２

令和4年3月18日 芸濃町河内 95.90ha 49件 239筆 15年

整理番号

森林経営管理法に基づく公告森林一覧表



三 重 県 型 森 林 区 分 内 容 凡 例 

生 

産 

林 

持続的利用型森林 

日常生活に必要であり、環境に対する負荷

の少ない素材である木材等林産物の計画

的・安定的生産を重視する森林 

 

環 

境 

林 

環
境
保
全
森
林 

保存型森林 
原生的な森林生態系等、貴重な自然環境の

保全を重視する森林 
 

保全型森林 

土砂流出防備、土砂崩壊の防備及び水源涵

養等の安全で快適な県民生活を確保するこ

とを重視する森林 

保全１：天然林 

保全２：人工林 

人との共生型森林 

自然休養林、風致探勝林等のレクリエーシ

ョンの森林及び文化としての森林地域で、

県民が森林へ積極的に参加する森林、住民

参加の森づくりを推進する森林 

 

 

その他森林の整備のために必要な事項

その他必要な事項 三重県型森林区分

縮尺 １：７５，０００
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